
特別支援教育特別専攻科……………………………………………………………………………………１

平成 年度和歌山大学特別支援教育特別専攻科学生募集要項

Ⅰ 募集人員等……………………………………………………………………………………………２

Ⅱ 出願資格………………………………………………………………………………………………２

Ⅲ 出願手続………………………………………………………………………………………………３

・コンビニエンスストアでの検定料払込方法………………………………………………………６

Ⅳ 入学者選抜方法………………………………………………………………………………………７

Ⅴ 合格者の発表…………………………………………………………………………………………７

Ⅵ 入学手続………………………………………………………………………………………………８

Ⅶ 入試情報の開示………………………………………………………………………………………８

Ⅷ 個人情報の取扱いについて…………………………………………………………………………９

Ⅸ 受験等に関する問い合わせ先………………………………………………………………………９

平成 年度特別支援教育特別専攻科の開設科目一覧（参考資料)……………………………………10

学生生活の案内………………………………………………………………………………………………11

出願書類等

① 入学志願票

② 受験承諾書

③ 検定料振込依頼書

④ 納入確認票

⑤ 受験票・写真票

⑥ あて名票

⑦ 「受験票在中」封筒

⑧ 「出願書類在中」封筒

⑨ 「出願書類受付通知」はがき

出願資格審査書類等

① 出願資格審査申請書

② 研究従事内容等証明書

③ 「出願資格審査結果在中」封筒

目 次



教育目的

特別支援教育特別専攻科は、知的障害児、肢体不自由児、病弱児など、従来の障害児教育の対

象に加えて、ADHD（注意欠陥多動性障害）、LD（学習障害）、自閉症スペクトラム障害など、発

達障害を有する児童生徒の指導について専門的に学ぶ、特別支援教育の長期研修プログラムです。

特別な教育ニーズを有する子どもの心理や発達の特性を正しく理解し、適切に対応できるように、

教師の実践力を高めることを目的にしています。

特別支援教育コーディネーターコース（特別支援学校教諭一種免許コース)

特別支援学校教諭一種免許状を取得するコースです。小学校、中学校、特別支援学校等、学校

内で支援体制の中核となる教員を養成することを目指して、障害児の指導やアセスメントに関す

る専門的な知識、技能を身につけながら、保護者の教育相談や、校内支援体制の調整、関係機関

との連携など、コーディネーターとして必要となる実践力の向上を図ります。特に、通常の学級

に在籍するLDやADHD等の発達障害を有する児童生徒への対応能力を重視します。

心理学、医学、指導法の系統的な知識や技術を学ぶとともに、教育の時代的変化の背景にある

思潮や、教育の原理、歴史、教育と社会福祉との連携についても学習し、スキルの習得のみに偏

らない深い学びの機会を提供します。また、大学が企画するプロジェクトへの参加や、地域の学

校や施設での観察参加実習など、コース独自の実践研究型プログラムを用意しています。

アドミッション・ポリシー

⑴ 特別支援教育の実践と研究に情熱を有する人

⑵ 障害のある児童生徒や保護者に対して共感をもって接する教育姿勢と、客観的、科学的な研

究態度を兼ね備えた人

修業年限

本専攻科の修業年限は、１年です。

ただし、在学期間は２年を超えることができません。
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募集人員等

出願資格

次の各号のいずれかに該当し、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）による小学校、中学

校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者及び平成29年３月までに取得見込みの者

⑴ 国内の大学（学校教育法第83条第１項に定められた大学）を卒業した者及び平成29年３月卒

業見込みの者

⑵ 学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び平成29年３月までに

学位取得見込みの者

⑶ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び平成29年３月修了見込みの者

⑷ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における16年の課程を修了した者及び平成29年３月修了見込みの者

⑸ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び平成29

年３月修了見込みの者

⑹ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了し

た者及び平成29年３月修了見込みの者

⑺ 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）（注１参照)

⑻ その他本学特別支援教育特別専攻科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した

者と同等以上の学力があると認めた者で、平成29年３月31日までに22歳に達する者（注２参照)

(注１）文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第５号)(抜粋)

10 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）による小学校、中学校、高等学校若しくは

幼稚園の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者で平成29年３

月31日までに22歳に達する者

11 旧国立養護教諭養成所設置法（昭和40年法律第16号）による国立養護教諭養成所を

卒業した者で、教育職員免許法による中学校教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は

一種免許状を有する者

12 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法（昭和36年法律第87号）による

国立工業教員養成所を卒業した者で、教育職員免許法による高等学校教諭免許状及び

３年以上教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者

平成 年度和歌山大学特別支援教育特別専攻科学生募集要項

10名
特別支援教育コーディネーターコース

（特別支援学校教諭一種免許コース）
発達障害教育専攻

募集人員コース名専攻名

(注）有する学位が短期大学士の場合、所定の単位を取得し得られる所要資格は、

特別支援学校教諭二種免許状となります。
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(注２）出願資格事前審査について

出願資格(８)による志願者は、出願資格の可否の事前審査を行うので、事前審査書類を

下記の提出先に持参してください。

ア.事前審査を受けるための申請期間

平成28年11月30日（水）～平成28年12月２日（金）〔午後４時30分まで〕

イ.事前審査申請書類の提出先

〒640－8510 和歌山市栄谷930番地

和歌山大学学務課学務第一係

TEL 073－457－7219

ウ.事前審査申請提出書類

・出願資格審査申請書（本学所定の用紙［様式１］)

・最終学歴の卒業（修了）証明書

・最終学歴の成績証明書

・在職（在学）証明書（該当者のみ)

・研究従事内容等証明書（本学所定の用紙で該当者のみ［様式２］)

・返信用封筒〔事前審査の結果通知用－定形〔長形３号〕の封筒に362円分の切手

を貼り、出願者の郵便番号、住所、氏名を明記したもの。〕(本学所定の封筒)

※証明書等に記載されている氏名が現在の氏名と異なる者は、戸籍抄本を提出する

こと。

エ.事前審査結果の通知

平成28年12月22日（木）までに郵送により通知します。

出願手続

出願期間

平成29年１月10日（火）から平成29年１月12日（木）午後５時まで（必着)

出願方法

出願書類等を一括し、所定の期間内に持参又は郵送により提出してください。

⑴ 直接持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。

⑵ 郵送の場合は、本専攻科所定の封筒を用い「書留・速達」で出願期間内に必着するよう送

付してください。出願期間を過ぎて到着したものは受理しません。
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出願書類等

本学所定のはがき。郵便番号、住所、氏名を記入し、52円分の切
手を貼り、出願書類とともに、提出してください。
52円分の切手の無いものは送付できません。

※ただし、出願書類を持参する場合は不要です。

本学所定の封筒に362円分の切手を貼り、志願者の郵便番号、住
所、氏名を明記してください。

本学所定の用紙に志願者の郵便番号、住所、氏名を明記してくだ
さい。

写真は、出願前３ヶ月以内に撮影した脱帽正面上半身（４㎝×３
㎝）のものを指定欄に貼付してください。

本学所定の用紙。入学検定料の「振込金受付証明書（Ｃ票）」また
は「収納証明書」を貼付してください。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り
取って「納入確認票」に貼り付けて提出してください。

コンビニエンスストア（日本国内に限る）からお支払い
「セブン-イレブン」、「サークルＫ・サンクス」、「ローソン」、「ミ
ニストップ」、「ファミリーマート」のいずれかのコンビニエンス
ストアから下記払込期間中にお支払いください。
(上記以外のコンビニエンスストアからは払込みできません。６頁
を必ず参照の上、支払手続きを行ってください。)

金融機関（ゆうちょ銀行を除く）から振込
本学所定の用紙「振込依頼書」により金融機関（ゆうちょ銀行を
除く）の窓口で振込により納入し、受領した「振込金受付証明書
(Ｃ票）」
(※取扱金融機関の収納印のないものは無効ですので必ず確認す
ること）を「納入確認票」に貼り付けて提出すること。

16,500円 （注）納付された検定料は、返還できません。
以下の納入方法のうち、いずれかの方法で納入してください。

出願資格の⑵に該当する者は、学位授与機構が発行した学位授与
証明書を提出してください。

出身大学等の学長又は学部長等が作成したもの。

出身大学等が作成し、厳封したもの。

在職中の者は、所属長の受験承諾書（本学所定の用紙）を提出し
てください。

授与証明書は、免許状を授与された都道府県教育委員会が作成し
たもの。取得見込証明書は、在籍大学等の学長又は学部長が作成し
たもの。免許状の写の場合は、原本と相違ない旨の所属長の証明を
受けたもの、又は原本を持参してください。

所定の用紙に、必要事項を記入したもの。
次頁「入学志願票［記入上の注意］」を参照の上、記入してくださ

い。

摘 要

出願書類受付通知はがき

受験票等返送用封筒

あ て 名 票

受 験 票 ・ 写 真 票

納 入 確 認 票

入 学 検 定 料

学 位 授 与 証 明 書

卒 業（見 込）証 明 書

成 績 証 明 書

受 験 承 諾 書

教育職員免許状授与

（又は取得見込）証明書

又は教育職員免許状の写

入 学 志 願 票

書 類 等 の 名 称

平成28年12月１日（木）午前０時～

平成29年１月12日（木）午後３時
払込期間

－4－
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（注）１.いったん受理した出願書類等は、いかなる場合にも返付しません。

２.外国人留学生は、上記書類のほかに、次のものを提出してください。

⑴ 「在留カード（又は外国人登録証明書）」の交付を受けている者は、カードの表面と裏

面のコピー

「在留カード（又は外国人登録証明書）」の交付を受けていない者は、パスポートのコ

ピー(国籍、氏名等が記載されたページと在留資格・在留期間等が記載されたページ)

※ いずれも必要に応じ、原本の提示を求める場合があります。

⑵ 提出書類のうち、外国語で書かれた証明書、文書等がある場合には、その日本語訳

３.出願資格⑵による学位取得見込者は、上記書類のほかに、次のものを提出してください。

⑴ 在籍する短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科の修了見込証明書

⑵ 学士の学位の授与を申請する予定である旨の在籍する短期大学長又は高等専門学校長

の証明書

入学志願票［記入上の注意］

１.「職歴」欄には、常勤として勤務していた職務のすべてを年月日順に記入してください。また、

非常勤として従事したもののうち、初等中等教育に関係する職務について記入してください。

２.「休職期間」欄には、「職歴」欄に記したもののうち、初等中等教育教員として勤務した期間に

おいて休職(育児休業、国際派遣等の期間を含む)した期間を記入してください。

３.その他

上記の各事項について所定の欄に記入しきれないときは、当該欄に「別紙に記入」と表示し、

その事項を記入したものを添付してください。
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出願書類提出先

〒640－8510 和歌山市栄谷930番地 和歌山大学学務課学務第一係

TEL 073－457－7219（直通）

出願にあたっての注意事項

⑴ 出願書類に不備がある場合は、受理しません。

⑵ 出願後は、記載事項の変更は認めません。

⑶ 出願書類受理後は、入学検定料及び出願書類は返還しません。

⑷ 出願書類に虚偽の記載をした者は、入学決定後であっても入学を取り消すことがあります。

障害を有する者の事前相談

障害を有する者で、受験及び修学上、特別な配慮を必要とする場合は、出願開始の１か月前

までに学務課学務第一係に相談してください。

入学者選抜方法

入学者の選抜は、学力検査、面接、出身大学等の学長又は学部長等が作成した成績証明書等の

出願書類により総合的に行います。

試験日時

学力検査の内容

一般教職及び障害児教育に関する論述を課題とします。

学力検査配点

試験場

和歌山大学教育学部

合格者の発表

平成29年２月17日（金）午前10時（予定）に本学教育学部掲示板に掲示するとともに、合格

者には、合格通知書及び入学手続等に関する書類を送付します。

教育学部ウェブサイト上に合格者の受験番号を掲載します。

URL：http：//www.wakayama-u.ac.jp/edu/

掲載日時：合格発表日の正午から午後５時まで。

これは、本学部が情報提供の一環として行うものであり、公式の合格発表は上記１によりま

す。また、回線の状態により、応答が遅くなったり、閲覧が出来なくなることも予想されます

ので、ご留意ください。

電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。

11時30分 ～面 接

10時00分 ～ 11時00分
平成29年２月８日（水)

学力検査

400200200配 点

合 計面接・成績証明書等学力検査試験科目
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入学手続

入学手続は、本学が指定した提出書類等を本人又は代理人が直接大学に持参または郵送してく

ださい。

入学手続期間

平成29年３月26日（日）と平成29年３月27日（月）の午前９時30分から午後５時までです。

入学手続書類

① 受験票

② その他本学の指定する書類（合格者に通知します。）

納付金

入学料 ５８，４００円

授業料 １３６，９５０円（前期分）

２７３，９００円（年額）

なお、上記記載の金額は平成28年度のものです。平成29年度入学者の納付金額については決

定次第、別途お知らせします。

（注）⑴ 入学料は、本学所定の振込依頼書により、入学手続時までに納入してください。

これについては、合格者に送付する入学手続案内で納入方法の詳細をお知らせし

ます。

⑵ 在学中に授業料の改定が行われた場合には改定時から新授業料が適用されます。

⑶ 入学手続案内で、納入方法の詳細をお知らせします。

入試情報の開示

平成29年度特別支援教育特別専攻科入学者選抜における入試情報を下記のとおり開示します。

開示内容

①志願者数、受験者数、合格者数、入学者数

・本学ウェブサイトに開示（ただし、入学者数については次年度確定後）

②試験成績（得点）

・開示方法等

◇受験者本人からの請求により開示します。

ア.窓口での受付

申請書（本学所定）に記入のうえ、受験票を提示して申し込んでください。

イ.郵送による受付

受験者が遠隔地等の理由による場合は、郵送により請求することも可能です。

請求する本学あての封筒の表に「成績開示請求」と朱書きし、必要書類を同封のうえ、

郵便（特定記録）で申し込んでください。

《請求に必要なもの》

・定形サイズの返信用封筒（書留郵便料として512円分の郵便切手を貼付し、受験者

本人あての郵便番号・住所・氏名を明記したもの）

・申請書（本学所定様式）

・受験票（写）
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◇開示時期

平成29年５月１日～６月30日の期間中の月曜日～水曜日（祝祭日を除く）

９時～17時（郵便必着）

◇開示場所

学務課学務第一係

③試験問題及び正解・解答例

正解・解答例を開示することが適切でない場合は、出題の意図を開示する。

（受験等に関する問い合わせ先にお問い合わせください。）

個人情報の取扱いについて

出願時のデータや、試験実施結果、入学手続きの状況等の個人データを入試に関する調査・研

究のために利用することがありますので、予めご了承願います。なお、これらの個人データを利

用する場合も、個人を特定する内容の資料や個人を特定できる資料を作成することはありません。

受験等に関する問い合わせ先

和歌山大学学務課学務第一係

〒640－8510 和歌山市栄谷930番地

TEL 073－457－7219（直通）
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平成 年度特別支援教育特別専攻科の開設科目一覧（参考資料)

31修了に要する単位数計

27必修単位数計

必 修３特別支援教育実習【※】教 育 実 習

必 修

必 修

２

２

視覚障害児の教育

聴覚障害児の教育

心身に障害のある幼児，

児童又は生徒の心理，生

理及び病理に関する科目

心身に障害のある幼児，

児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目

必 修

選 択

選択必修

選択必修

２

２

２

２

特別支援教育観察参加

発達障害児の教育

発達障害児教育学演習

発達障害児福祉学演習

心身に障害のある幼児，

児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目

免許状に

定められ

ることと

なる特別

支援教育

領域以外

の領域に

関する科

目

必 修

選 択

必 修

必 修

必 修

選択必修

２

２

２

２

２

２

特別支援教育の臨床学

発達障害児臨床学特論

特別支援教育コーディネーター実践課題研究

特別支援教育総合演習

特別支援教育コーディネーター論

発達障害児臨床学演習

心身に障害のある幼児，

児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目

必 修

選 択

必 修

選 択

必 修

必 修

選択必修

選択必修

２

２

２

２

２

２

２

２

特別支援教育の心理学

発達障害児心理学特論

特別支援教育の医学

発達障害児医学特論

特別支援教育臨床プロジェクト

発達障害アセスメント

発達障害児心理学演習

発達障害児病理学演習

心身に障害のある幼児，

児童又は生徒の心理，生

理及び病理に関する科目

特別支援

教育領域

に関する

科目

必 修

選 択

２

２

特別支援教育概論

障害児教育史
特別支援教育の基礎理論に関する科目

必修・選択単位授 業 科 目免許法で定める科目区分

特別支援教育コーディネーターコース

【※】特別支援学校教員の経験者は、教育実習の必要単位数を勤務年数に応じて他科目の単位数で

充当できます。

選択必修となっている演習科目は所属ゼミの決定後、ゼミの分野に応じて１科目を履修します。
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.入学料免除の制度

本学では、次の要件のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、入学料の全

額または半額を免除する制度があります。

① 入学前一年以内において本人の学資を主として負担する者（学資負担者）が死亡した場合

② 入学前一年以内において本人若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合

③ 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合

.入学料徴収猶予の制度

本学では、次の要件のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、平成29年７

月末日（７月末日が日曜日にあたる時は前々日まで、土曜日にあたる時は前日まで）を限度とし

て入学料の納付を猶予する制度があります。

① 入学前一年以内において本人の学資を主として負担する者（学資負担者）が死亡した場合

② 入学前一年以内において本人若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合

③ 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合

.授業料免除の制度

本学では、次の要件のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき選考の上、授業料の全

額または半額を免除する制度があります。

① 入学前一年以内において本人の学資を主として負担する者（学資負担者）が死亡した場合

② 入学前一年以内において本人若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合

③ 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合

.奨学金

⑴ 日本学生支援機構の奨学金

(申込資格）

学業・人物ともに優秀で、経済的理由により修学が困難である者。

(奨学生の決定)

本学が人物・健康・学力・家計の申込基準を満たしている奨学金申込者の中から選考の上、

日本学生支援機構に推薦します。その後同機構で審査の上、採用を決定します。基準を満た

していても、予算の関係で採用されない場合があります。

(奨学金の種類)

第一種奨学金(無利子)>………貸与月額 自宅通学 30,000円、45,000円から選択

自宅外通学 30,000円、51,000円から選択

第二種奨学金(有利子)>………貸与月額 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、

120,000円から選択

(注)貸与月額については、平成28年度実績であり変更されることがあります。

⑵ 地方公共団体等の奨学金

日本学生支援機構の奨学金の他に、地方公共団体や各種団体等が扱っている育英奨学金制度

学生生活の案内
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があります。これらの募集は、ほとんどが４～５月に集中しており、学生センターの掲示板に

随時掲示しています。この他に、大学に直接募集のないものもありますので、各団体や出身の

都道府県に各自問い合わせてください。

⑶ 家計急変奨学金

本学では、学資負担者の家計急変（失職、破産、倒産、病気、死亡もしくは地震・風水害の

被害等）により修学を継続することが経済的に困難となった学生で、他の経済的支援が受けら

れない学生に対し、学費・生活費を援助することを目的とした奨学金制度があります。

貸 与 額：無利子貸与とし、一時金10万円、20万円、30万円より申請者が選択する。

返還期間：貸与された翌月から卒業後３年以内。

.学生傷害保険等

⑴ 学生教育研究災害傷害保険（学研災）【本学負担で全員加入】

学研災は、日本国内外において、学生が正課中、学校行事中、通学中、教育研究のために大

学施設内にいる間及び課外活動中等に不慮の事故にあい、傷害を受けたり、あるいはそれらが

原因で後遺障害を負ったり、死亡した場合に、当該学生やその家族に保険金が支払われる全国

的規模の補償制度です。

⑵ 学研災付帯賠償責任保険（学研賠）【任意加入】

学研賠は、学研災に加えて任意に加入できる保険で、日本国内外において、学生が正課中、

学校行事中、課外活動中（注１）及びその往復等で、他人にけがを負わせたり、他人の財物を損

壊したことにより生ずる法律上の損害賠償を補償する制度です。

（注１）この保険での「課外活動」とは、大学の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップ

またはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うイン

ターンシップまたはボランティア活動をいいます。これ以外のクラブ活動中の事故は保険金支払

いの対象とはなりません。ただし、正課または学校行事に合わせてその日のクラブ活動（大学が禁

じているもの等は除きます。）に参加する場合、その住居と活動場所となる施設の間を合理的な経

路及び方法により移動中に行った行為は対象となる活動に含みます。

⑶ 学研災付帯学生生活総合保険（学総）【任意加入】

学総は、学研災及び学研賠では補償が不足すると思われる場合に、学研災に加えて任意に加

入できる保険で、学研災や学研賠では補償されない病気や日常生活でのケガ等についても補償

されます。この保険に加入すれば、賠償責任を負った場合の補償を含んでいるため、学研賠に

加入する必要はありません。

.下宿・アパート

市街地及び大学周辺のアパート・マンション等の斡旋は、和歌山大学消費生活協同組合で行っ

ていますので、各自問い合わせてください。なお、平均的な物件の家賃は月額35,000円です。

.旅客運賃割引

本専攻科の学生には、JR等の旅客運賃割引制度が適用されます。
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